
-

別
府
の
行
政
事
情
（
明
治
後
期
二
）

町
村
制
の
施
行
と
別
府
五
村

　
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
四
月
一
日
に
公
布
さ
れ
、
一
年

後
の
施
行
を
目
指
し
た
「
町
村
制
」
は
、
近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し

い
地
方
制
度
と
し
て
明
治
憲
法
制
定
直
前
に
登
場
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
区
割
り
は
、
伝
統
的
な
農
村
の
共
同
生
活
村
の

実
情
を
無
視
（
軽
視
）
し
て
、
た
だ
統
治
の
形
式
を
整
え
る
だ
け

の
「
行
政
村
へ
の
改
革
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
町
村
制
施
行
時
の
明
治
二
十
二
年
、
別
府
地
区
で
は
、
同
八
年

に
田
野
口
村
を
合
併
し
て
成
立
し
た
浜
脇
村
と
、
同
じ
く
朝
見
村

を
合
併
し
た
別
府
村
以
来
の
二
村
の
ほ
か
、
の
ち
昭
和
期
に
別
府

市
に
合
併
す
る
石
垣
村
、
朝
日
村
、
御
越
村
（
の
ち
御
越
町
、
さ

ら
に
亀
川
町
に
改
称
）
の
三
カ
村
が
こ
の
時
、
新
た
に
編
成
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
（
別
表
参
照
）
。

山
　
別
府
村
か
ら
別
府
町
へ

大
　
野
　
保
　
治

　
町
村
制
施
行
の
明
治
二
十
二
年
四
月
時
、
別
府
村
の
戸
数
は
Ｉ
、

〇
且
二
戸
。
翌
二
十
三
年
次
調
査
で
は
戸
数
一
、
〇
六
〇
戸
、
人

口
は
四
、
六
七
七
人
。
村
役
場
の
位
置
は
北
町
、
村
長
は
高
倉
駒

太
（
別
府
築
港
に
活
躍
し
た
定
三
の
実
弟
）
。
四
年
後
の
同
二
十

六
年
四
月
に
町
制
を
布
き
「
別
府
町
」
と
な
る
。
こ
の
時
の
戸
数

は
Ｉ
、
一
〇
五
戸
、
人
口
は
四
、
八
八
二
人
。
初
代
町
長
は
高
倉

が
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
。

○
　
浜
脇
村
か
ら
浜
脇
町
へ

　
別
府
村
（
町
）
と
並
ん
で
覇
を
競
う
形
の
浜
脇
村
は
同
二
十
二

年
時
、
戸
数
は
六
六
三
戸
。
翌
二
十
三
年
次
調
査
で
、
戸
数
は
六
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七
六
戸
、
人
口
は
三
、
二
〇
八
人
。
村
役
場
の
位
置
は
湯
ノ
上
、

村
長
は
矢
田
直
策
。
町
制
施
行
は
、
別
府
と
同
じ
く
同
二
十
六
年

四
月
。
初
代
町
長
は
、
の
ち
に
速
見
郡
長
を
務
め
る
長
渾
常
山

（
日
出
藩
士
出
身
）
。
同
年
七
月
か
ら
、
医
家
出
身
の
河
下
四
郎
が

こ
れ
を
引
き
継
い
だ
。

圓
　
別
府
三
村
－
・
石
垣
村
、
朝
日
村
、
御
越
村

　
石
垣
村
１
別
府
村
を
取
り
巻
き
広
範
な
地
域
を
占
め
る
石
垣
地

区
は
、
こ
れ
ま
で
の
立
石
村
、
東
山
村
、
南
石
垣
村
、
北
石
垣
村

の
四
カ
村
が
合
併
し
て
新
「
石
垣
村
」
と
し
て
再
編
成
さ
れ
成
立

を
み
た
。
戸
数
は
六
三
二
戸
、
人
口
は
二
、
九
六
一
人
。
村
役
場

は
南
石
垣
の
地
に
置
く
。
村
長
は
不
詳
。

　
朝
日
村
－
町
村
制
施
行
に
先
立
っ
て
同
十
七
年
、
鶴
見
村
と
合

併
し
た
鉄
輪
村
は
、
町
村
制
施
行
を
機
に
村
名
を
「
朝
日
村
」
に

変
更
し
た
。
戸
数
は
四
〇
七
戸
、
人
口
は
三
、
〇
五
三
人
。
村
役

場
は
鉄
輪
皆
□
に
置
く
。
村
長
は
辻
一
枕
（
日
出
藩
士
出
身
）
。

　
御
越
村
―
石
垣
・
朝
日
両
村
に
隣
接
し
、
別
府
内
灘
五
村
（
い

ず
れ
も
内
灘
一
七
カ
村
に
所
属
）
の
う
ち
最
北
西
部
に
位
置
す
る

御
越
村
は
、
こ
れ
ま
で
の
亀
川
村
、
内
竜
門
村
、
野
田
村
の
三
カ

村
を
合
併
し
て
成
立
し
た
。
戸
数
は
六
二
六
戸
、
人
口
は
三
、
三

三
四
人
。
村
役
場
の
位
置
は
亀
川
村
の
地
、
村
長
は
不
詳
。
御
越

村
は
、
の
ち
同
三
十
四
年
十
一
月
町
制
を
布
き
「
御
越
町
」
、
さ

ら
に
大
正
十
四
年
に
「
亀
川
町
」
に
改
称
し
た
。

　
以
上
の
別
府
三
カ
村
の
成
立
と
歴
史
に
つ
い
て
は
、
郷
土
史
家

の
安
部
厳
氏
（
故
人
）
執
筆
の
『
別
府
市
誌
』
（
昭
和
四
十
八
年

刊
）
に
詳
し
い
（
第
二
編
第
二
章
）
。

㈲
　
別
府
・
浜
脇
両
町
（
村
）
の
財
政
事
情

　
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
制
定
の
府
県
税
規
則
＝
三
新
法
で

は
、
地
方
税
は
府
県
税
と
民
費
に
大
別
さ
れ
て
い
た
。

　
同
年
十
一
月
一
日
、
大
分
県
（
香
川
真
一
県
令
）
で
は
、
民
費

（
町
村
税
）
と
し
て
各
町
村
の
戸
長
給
と
附
属
給
（
町
村
事
務
に

従
事
す
る
吏
員
の
人
件
費
）
を
定
め
た
。

　
別
府
村
　
戸
長
（
年
額
）
七
二
円
　
　
附
属
給
　
一
六
八
円

　
浜
脇
村
　
　
　
同
　
　
六
〇
円
　
　
　
同
　
　
一
一
七
円

　
財
源
確
保
の
た
め
の
課
税
基
準
は
、
戸
別
割
り
で
一
戸
当
り
Ｉ
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○
銭
、
ま
た
地
租
は
評
価
額
の
二
〇
分
の
一
で
あ
っ
た
（
明
治
前

期
㈲
の
拙
稿
参
照
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
町
村
制
」
施
行
の
同
二
十
二
年
次
の
別
府
村
財

政
は
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
（
浜
脇
村
省
略
）
。

　
別
府
村
　
　
歳
入
－
ヱ
ハ
○
一
円
六
四
銭

　
　
　
　
　
　
歳
出
Ｉ
ヱ
ハ
Ｏ
Ｏ
円
二
八
銭
七
厘

　
明
治
十
一
年
当
時
の
別
府
村
財
政
（
官
定
収
費
）
が
僅
か
二
四

〇
円
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
破
格
の
飛
躍
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
が
別
府
・
浜
脇
両
町
の
合
併
時
、
同
三
十
九
年
次
歳
計

（
歳
入
・
歳
出
の
総
計
）
で
は
実
に
五
万
五
二
五
円
五
二
銭
に
も

達
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
別
府
町
の
人
口
が
中
津
・
臼
杵
等
の
城
下
町
を

抜
き
、
県
都
大
分
に
次
ぐ
躍
進
（
県
下
第
二
位
）
と
同
じ
く
、
経

済
的
地
位
の
向
上
を
い
か
ん
な
く
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
づ

い
て
躍
進
す
る
泉
都
、
別
府
町
の
温
泉
事
情
と
接
客
営
業
の
賑
わ

い
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

別
府
村
長
・
町
長
の
氏
名
と
在
職
期
間

⌒⌒⌒⌒⌒⌒同同同同賢鴛

－－－－－－

日友植植高高
名岡木木倉倉
子　　岸岸

太正太太駒駒郎臣郎郎太太

氏

名

//　//　//　z/　//　叩

　　　　　　　　　治
三　三　三　二　二　二
十十十十十十
八　六　二　八　六　五
年年年年年年
七　二　二　二　五　五
月　月　月　月　月　月

就

職

年

月

//　zz　ゐﾉ　ﾉz　zz　同
一　一　一　一　一　一一　－　－　－
一　一　－　一　一　－十十十十十十

九　八　六　二　七　六

年年年年年年

三　六　二　二　竺　五

月　月　月　月　月　月

退

職

年

月

浜
脇
村
長
・
町
長
の
氏
名
と
在
職
期
間

⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒同同同同質同賛

－－－ヽ一ヽ一－－

浜左山河河長矢
崎甲田下下渾田

　斐
丑祐三四四常直治治郎郎郎山策

z/　z/　/z　//　//　/z　器

白四几]二四

布ぷ言言パパハ万

jJ日にぺづづづ

こ　こ　こ　こ　二　こ　回

干干干干‾千千

九七三一十六四
万凭ﾄﾞ回目ぽ

月　月　月　月　月　月　月
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村
村
村
村

府
見
脇
川

別
朝
浜
田

立 石

焚
記

村

ロ
梱
坦
坦

　
　
　
　
　
　
（
以
上
昭
和
八
年
刊
『
別
府
市
誌
』
）

※
大
正
十
三
年
四
月
　
市
制
施
行

※
昭
和
十
年
九
月
四
日
　
従
来
の
別
府
市
は
石
垣
村
・

　
朝
日
村
・
亀
川
町
と
合
併

（明８） (明22)

佐武礒吉日
　　　　名
藤田沖田子

絹綾菊嘉太
五太　一
郎郎蔵郎郎

氏

名

//　//　奎　z/　器

　　　　四　三

　　　　十十
十　七　三　三　九
年年年年年
六六九八七
月　月　月　月　月

就

職

年

月

z/　z/　/z　奈　器

　　　　　　四士　　　＿士

三　十　七　Ｆ　三
年年年年年
三六六八七
月　月　月　月　月

退

職

年

月

(明26) (明39) (大13)

別
府
町
長
（
合
併
後
）
の
氏
名
と
在
職
期
間

　
　
　
　
　
明
治
三
十
九
年
四
月
　
別
府
・
浜
脇
両
町
合
併

ニト別府村一別府村一別府町
　　　　　　　　　　ｺ別府町一別府市－EEΞ］
二卜浜脇村－-一浜脇村一一浜脇町

昌ニレ

‡仁卜南石垣村

北石垣村一北石垣村

詔翻ｺ回心t

鶴見原中村　　　，
鶴見北中村コ‾鶴見村

川
田
市
ｒ

　
　
　
　
竃

亀
甲
古
内

野 田

つ
三
寸

石垣村

上朝日村

　忙二戸亀川村

疆ﾆ)4回]回匹器毘)つでm)
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ニ
　
温
泉
利
用
の
推
移
と
温
泉
の
取
締
規
則

田
　
明
治
後
期
の
温
泉
利
用
の
概
況

声
別
府
　
湯
の
町
　
湯
川
に
湯
瀧
（
ア
リ
ャ
サ
）
　
一
夜

　
千
両
の
お
湯
が
湧
く
：
：
：

　
豊
後
、
別
府
は
。
お
湯
〃
で
も
つ
。
温
泉
あ
っ
て
の
別
府
だ
が
、

そ
の
利
用
の
実
情
な
り
秩
序
は
ど
う
変
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
（
明
治
初
期
の
そ
れ
は
、
明
治
前
期
Ｏ
＝
本
誌
創
刊
号
の
拙
稿

を
参
照
し
て
頂
き
た
い
）
。

　
－
古
来
「
自
然
に
湧
き
出
る
湯
は
皆
の
も
の
」
と
す
る
意
識
に

支
え
ら
れ
、
自
然
湧
出
の
源
泉
や
共
浴
舎
、
‐
温
泉
利
用
の
社
会
関

係
な
ど
す
べ
て
は
村
集
団
の
支
配
下
に
置
か
れ
、
地
域
住
民
と
外

来
の
湯
治
客
と
で
仲
よ
く
利
用
し
会
っ
て
い
た
（
伝
統
的
な
利
用

形
態
、
自
然
権
的
な
総
有
温
泉
）
。

　
徳
川
期
（
そ
れ
以
前
）
か
ら
渾
々
と
湧
き
出
る
湯
の
街
、
別
府

村
に
は
、
霊
験
あ
ら
た
な
弦
月
泉
（
通
称
東
ノ
湯
）
乾
液
泉
（
竹

瓦
ノ
湯
）
清
華
泉
（
西
ノ
湯
）
薬
師
湯
、
楠
湯
な
ど
街
の
共
浴
場

は
、
前
節
に
述
べ
た
「
町
村
制
」
の
施
行
に
よ
り
、
時
代
の
進
展

の
中
で
町
営
温
泉
と
し
て
再
編
成
さ
れ
、
公
営
化
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
一
方
で
は
、
宅
地
内
に
湯
が
湧
く
い
わ
ゆ
る
「
内
湯
」

を
も
つ
家
も
少
数
な
が
ら
あ
っ
た
。

　
例
え
ば
、
享
保
年
間
ま
で
別
府
惣
庄
屋
（
別
府
村
な
ど
内
灘
四

カ
村
の
庄
屋
）
を
勤
め
て
い
た
絹
家
の
血
を
引
く
米
屋
（
絹
織
蔵
）
、

村
一
番
の
富
豪
・
煙
草
屋
（
荒
金
猪
六
）
、
の
ち
に
別
府
町
長
と

な
る
府
内
屋
（
日
名
子
太
郎
）
を
は
じ
め
、
人
湯
旅
罷
の
国
東
屋
・

佐
伯
屋
・
中
津
屋
・
豊
前
屋
・
天
満
屋
・
若
松
屋
な
ど
十
数
戸
に

過
ぎ
な
か
っ
た
（
明
治
二
十
一
年
別
府
村
調
査
、
昭
和
八
年
刊

『
別
府
市
誌
』
）
。

　
温
泉
利
用
の
法
（
慣
習
法
）
秩
序
は
、
こ
の
よ
う
に
伝
来
の
湧

出
泉
を
中
心
と
し
た
地
域
集
団
的
利
用
と
、
掘
削
技
術
の
開
発

（
七
応
掘
り
、
同
十
八
年
頃
）
に
よ
る
近
代
法
的
な
個
別
的
利
用

と
の
、
い
わ
ば
二
重
構
造
の
上
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
二
つ
の
異
質
な
温
泉
利
用
権
―
前
近
代
的
温
泉
権
と
個
人

が
支
配
管
理
す
る
近
代
的
温
泉
権
－
と
の
対
抗
・
競
合
関
係
の
中
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で
温
泉
町
の
歴
史
が
展
開
し
て
い
く
（
史
的
展
開
）
。
こ
う
し
て

国
家
法
の
次
元
で
、
温
泉
の
権
利
や
利
用
の
近
代
化
に
貢
献
し
た

の
が
明
治
三
十
一
年
公
布
の
「
明
治
民
法
」
で
あ
っ
た
（
川
島
武

官
他
編
著
『
温
泉
権
の
研
究
』
）
。

　
さ
て
、
前
者
の
温
泉
利
用
の
主
体
で
あ
っ
た
地
域
集
団
は
、
社

会
構
造
の
変
遷
か
ら
解
体
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て

個
人
中
心
の
近
代
的
な
温
泉
権
（
民
法
第
二
〇
六
・
二
〇
七
条
な

ど
）
が
し
だ
い
に
優
位
に
立
つ
。
全
国
の
温
泉
地
に
見
ら
れ
た
こ

の
よ
う
な
支
配
的
傾
向
は
、
ま
た
時
代
の
趨
勢
（
温
泉
の
近
代
化
）

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
末
期
（
四
十
四
年
）
別
府
町
調
査
の
次
の
資
料
は
、
当
時

の
実
情
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
○
町
有
源
泉
　
二
四
個
　
　
（
内
訳
）
　
自
然
湧
出
　
七

　
　
　
　
　
突
湯
　
一
七
　
　
浴
槽
総
数
二
〇
四

　
〇
個
人
有
源
泉
　
五
六
九
個
　
　
（
同
）
　
自
然
湧
出
　
一
〇

　
　
　
　
　
突
湯
　
五
五
九
　
　
浴
槽
総
数
　
七
一
四

　
温
泉
利
用
を
め
ぐ
る
世
情
を
憂
慮
し
た
別
府
町
で
は
、
同
四
十

二
年
六
月
「
温
泉
係
」
（
の
ち
温
泉
課
）
を
設
置
し
、
町
と
し
て

温
泉
行
政
に
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
た
。

　
こ
う
し
て
町
に
よ
る
温
泉
管
理
の
法
制
化
が
進
み
、
町
条
例
と

し
て
高
等
温
泉
取
締
規
則
、
入
湯
人
待
遇
法
（
要
綱
）
、
海
岸
砂

湯
管
理
規
則
な
ど
を
定
め
る
と
と
も
に
温
泉
組
合
が
つ
く
ら
れ
る

な
ど
、
温
泉
行
政
も
し
だ
い
に
軌
道
に
乗
っ
て
い
っ
た
。

○
　
大
分
県
と
鉱
泉
取
締
規
則

　
大
分
県
で
も
県
下
の
温
泉
場
、
と
り
わ
け
別
府
温
泉
を
対
象
に

　
「
鉱
泉
取
締
規
則
」
（
明
治
四
十
四
年
六
月
五
日
　
県
令
第
三
二

号
）
を
制
定
し
、
温
泉
行
政
を
県
警
察
部
の
公
権
力
の
下
に
置
い

た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
本
県
の
当
該
取
締
規
則
の
う
ち
、
主
要
な
条
文
若
干

を
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
大
分
県
鉱
泉
取
締
規
則

　
第
一
条
　
鉱
泉
ヲ
穿
掘
ス
ル
モ
ノ
、
若
ハ
鉱
泉
ヲ
利
用
シ
テ
左

　
　
記
ノ
事
業
ヲ
為
ス
モ
ノ
ハ
、
総
テ
本
則
二
拠
ル
ベ
シ

　
　
　
ー
　
鉱
泉
ヲ
用
ヒ
テ
公
衆
ノ
来
浴
ヲ
目
的
ト
ス
ル
共
同
浴

　
　
　
　
　
ヲ
設
ク
ル
者

　
　
　
二
　
宿
屋
営
業
者
ニ
シ
テ
鉱
泉
ヲ
用
ヒ
浴
場
ヲ
設
ク
ル
者
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三
　
鉱
泉
ヲ
飲
用
浴
用
ト
シ
テ
販
売
ス
ル
者

　
　
　
四
　
鉱
泉
副
産
物
ヲ
採
取
製
造
シ
テ
販
売
ス
ル
者

　
　
　
五
　
噴
気
孔
ヲ
掘
削
シ
蒸
気
ヲ
噴
出
セ
シ
ム
ル
者

　
第
二
条
　
鉱
泉
ヲ
穿
掘
又
ハ
既
設
鉱
泉
ノ
穿
掘
孔
ヲ
浚
渫
セ
シ

　
　
ム
ル
者
ハ
、
着
手
前
左
ノ
事
項
ヲ
具
シ
当
庁
二
出
願
許
可
ヲ

　
　
受
ク
ベ
シ
　
（
事
項
省
略
）

　
第
三
条
　
鉱
泉
事
業
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
左
ノ
事
項
ヲ
具

　
　
シ
本
庁
二
出
願
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ
　
（
事
項
省
略
）

　
第
五
条
　
鉱
泉
又
ハ
其
ノ
副
産
物
ヲ
浴
用
飲
用
ト
シ
テ
販
売
ス

　
　
ル
者
ハ
、
其
ノ
容
器
二
鉱
泉
名
、
販
売
者
ノ
氏
名
、
住
所
、

　
　
分
析
成
績
、
並
二
採
酌
又
ハ
製
造
シ
タ
ル
年
月
日
ヲ
記
載
シ

　
　
タ
ル
票
紙
ヲ
貼
付
ス
ベ
シ

　
第
九
条
　
鉱
泉
穿
掘
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
、
又
ハ
鉱
泉
事
業
者

　
　
ニ
シ
テ
左
記
ノ
事
項
ヲ
生
ジ
タ
ル
時
ハ
、
二
十
日
以
内
二
当

　
　
庁
二
届
出
ヅ
ベ
シ
　
（
各
事
項
は
省
略
）

　
戦
前
に
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
鉱
泉
（
温
泉
）
取
締
規
則
が
警
察

命
令
（
県
令
）
で
制
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
北
は
北
海
道
か
ら
南

は
鹿
児
島
ま
で
、
三
一
道
府
県
を
数
え
た
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
後
に
こ
れ
ら
の
取
締
規
則
は
、

衛
生
取
締
法
規
（
行
政
法
）
の
性
格
を
も
つ
「
温
泉
法
」
に
踏
襲

さ
れ
、
権
力
的
な
警
察
行
政
か
ら
民
主
的
な
保
健
所
行
政
に
改
め

ら
れ
た
。

明
治
1
2
年
頃
の
竹
瓦
温
泉

（
安
部
巌
編
『
別
府
写
真
集
』
よ
り
）

明
治
佃
年
頃
の
海
岸
（
港
）

　
　
　
　
　
　
砂
場
風
景
（
同
上
）
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三
　
増
加
す
る
旅
館
と
警
察
の
取
締
り

田
　
概
　
況

　
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
当
時
、
宿
屋
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、

別
府
五
村
で
一
四
三
軒
（
浜
脇
三
〇
、
別
府
二
Ｉ
、
他
は
石
垣
・

朝
日
・
御
越
の
各
温
泉
場
）
を
数
え
、
入
湯
客
は
約
二
万
千
人
で

あ
っ
た
（
加
藤
賢
成
編
『
速
見
郡
村
誌
』
）
。

　
そ
れ
が
同
十
七
年
に
な
る
と
、
別
府
村
だ
け
で
四
〇
軒
に
な
り
、

さ
ら
に
二
十
年
代
に
入
っ
て
「
大
小
ノ
客
舎
（
旅
館
）
八
七
十
余

戸
、
貸
席
ヲ
営
ム
者
八
二
十
余
戸
、
年
中
ノ
浴
客
ハ
約
三
万
人
」

に
達
し
た
。
街
の
賑
い
も
「
市
中
ハ
至
ッ
テ
繁
盛
、
人
家
ハ
軒
ヲ

比
べ
、
宿
屋
ノ
構
造
甚
ダ
宜
シ
ク
、
飲
食
ノ
諸
品
総
テ
不
足
ア
ル

コ
ト
ナ
シ
」
と
ま
で
に
な
っ
た
（
加
藤
賢
成
著
『
豊
後
名
勝
温
泉

記
』
明
治
二
十
一
年
刊
）
。

　
こ
の
繁
昌
振
り
は
、
市
街
が
狭
陰
な
浜
脇
に
比
べ
て
別
府
は
な

お
海
岸
部
に
余
地
が
あ
り
、
ま
た
過
半
数
を
占
め
る
農
家
が
次
々

に
商
家
に
転
じ
て
い
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

閣
　
旅
館
営
業
と
宿
屋
取
締
規
則

　
旅
館
が
増
え
外
来
の
浴
客
が
多
く
な
る
と
、
い
き
お
い
社
会
秩

序
の
保
持
と
平
穏
が
要
請
さ
れ
る
。

　
取
締
り
に
当
た
る
警
察
の
行
政
指
針
は
Ｉ
「
宿
屋
の
営
業
た
る

そ
の
家
屋
は
、
宿
泊
人
そ
の
者
に
と
っ
て
一
夜
の
安
住
地
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
れ
が
安
寧
秩
序
と
危
害
の
防
止
と
は
、
つ
と
に
取
締

当
局
の
意
を
注
ぐ
所
（
な
り
）
」
と
い
う
に
あ
っ
た
（
『
大
分
県
警

察
史
』
昭
和
十
八
年
刊
）
。

　
明
治
前
期
の
旅
館
営
業
の
概
要
（
本
誌
創
刊
号
＝
拙
稿
参
照
）

を
再
び
記
す
な
ら
ー

　
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
「
旅
人
宿
屋
云
々
達
し
」
に
つ
づ
き
、

同
十
一
年
「
旅
人
宿
仮
心
得
」
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
一
項
に
は

　
　
旅
人
宿
営
業
の
者
ハ
、
単
身
ノ
旅
客
卜
雖
も
故
障
ナ
ク
宿
泊

　
セ
シ
メ
、
何
人
に
拘
ラ
ズ
懇
親
二
取
扱
ヒ
、
芸
娼
妓
ヲ
勧
誘
シ

　
客
人
ヲ
シ
テ
浪
費
セ
シ
メ
ザ
ル
様
注
意
ス
ベ
シ

　
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
通
り
旅
人
の
原
籍
、
姓
名
、
年
齢
等
を
帳

簿
に
記
し
取
調
べ
の
用
に
供
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
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明
治
二
十
二
年
七
月
十
五
日
公
布
の
「
宿
屋
取
締
規
則
」
の
う

ち
、
主
要
な
条
文
の
み
次
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
第
一
条
　
宿
屋
ヲ
分
ケ
テ
左
ノ
三
種
ト
ス

　
　
　
ー
　
旅
人
宿
　
二
　
下
宿
屋
　
三
　
木
賃
宿

　
第
二
条
　
宿
屋
営
業
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
其
ノ
種
類
並
二

　
　
　
営
業
二
供
ス
ル
建
物
、
坪
数
、
及
び
間
取
ヲ
記
シ
タ
ル
図

　
　
　
面
ヲ
添
へ
、
所
管
警
察
署
へ
願
出
テ
免
許
証
ヲ
受
ク
ペ
シ

　
第
三
条
　
旅
人
宿
ト
ハ
旅
龍
屋
、
船
宿
、
荷
主
宿
ヲ
云
フ

　
第
二
十
四
条
　
下
宿
屋
ト
ハ
ー
ケ
月
賄
料
、
座
敷
料
等
ヲ
約
定

　
　
シ
テ
寄
留
セ
シ
ム
ル
ヲ
云
フ

　
第
二
十
九
条
　
木
賃
宿
営
業
ハ
場
所
ニ
ョ
リ
許
可
ス
ベ
シ

　
こ
こ
で
若
干
の
解
説
を
加
え
よ
う
。

　
１
木
賃
宿
の
「
木
賃
」
と
は
、
木
銭
で
薪
代
の
こ
と
。
昔
、
旅

人
は
自
ら
米
を
携
え
、
炊
く
べ
き
薪
代
を
支
払
っ
て
宿
泊
し
て
い

た
こ
と
に
由
来
す
る
。
宿
泊
料
の
安
い
の
が
「
木
賃
宿
」
で
あ
っ

た
。
ち
な
み
に
現
在
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
制
定
）
で
は
、

そ
の
種
類
は
①
ホ
テ
ル
営
業
、
②
旅
館
営
業
、
③
簡
易
宿
泊
所
営

業
、
④
下
宿
営
業
等
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
若
い
人
た
ち
が
競
っ
て
ホ
テ
ル
に
泊
る
今
日
、
ど
れ
だ
け
の
人

が
か
っ
て
の
「
木
賃
宿
」
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま

た
年
配
の
人
た
ち
は
、
か
っ
て
の
日
本
風
の
旅
館
に
愛
着
を
お
ぼ

え
る
も
の
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。

　
さ
て
、
明
治
末
期
（
四
十
四
年
）
、
別
府
町
（
三
十
九
年
浜
脇

町
と
合
併
）
と
周
辺
三
カ
村
（
石
垣
、
朝
日
、
御
越
）
の
宿
屋
営

業
者
の
総
数
は
二
八
六
軒
で
あ
っ
た
。

　
う
ち
、
別
府
町
は
一
一
〇
軒
。
そ
の
大
半
が
木
賃
宿
か
、
旅
罷

と
木
賃
と
の
兼
業
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
記
す
な
ら
、
旅
簡
専
業
は

わ
ず
か
六
軒
、
木
賃
が
五
八
軒
、
残
り
四
六
軒
は
木
賃
兼
旅
罷
で

あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
明
治
四
十
一
年
刊
の
加
藤
十
次
郎
著

『
豊
後
温
泉
案
内
記
』
）
。

　
こ
の
「
案
内
記
」
に
よ
れ
ば
Ｉ
旅
罷
屋
の
料
金
は
Ｉ
Ｉ
七
等
級

に
分
け
ら
れ
、
一
等
（
三
度
賄
付
き
）
で
三
円
、
下
っ
て
最
も
安

い
七
等
が
五
十
銭
で
あ
っ
た
。
一
方
、
木
賃
宿
の
方
は
甲
・
乙
・

丙
・
丁
の
四
段
階
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
部
屋
代
（
木
賃
）
の
他

に
蒲
団
（
二
銭
五
厘
以
上
十
銭
以
下
）
、
蚊
帳
（
三
銭
以
上
十
五

銭
以
下
）
、
呉
座
な
ど
必
要
な
品
を
必
要
な
だ
け
借
り
、
自
炊
す

る
の
が
建
前
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
情
を
次
に
見
る
と
し
よ
う
。
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③
　
菊
池
幽
芳
と
「
別
府
温
泉
繁
昌
記
」

　
往
時
の
生
ま
生
ま
し
い
社
会
情
況
を
傍
証
し
、
今
日
に
伝
え
て

い
る
の
が
菊
池
幽
芳
（
大
阪
毎
日
新
聞
記
者
）
の
「
別
府
温
泉
繁

昌
記
」
で
あ
る
（
本
誌
第
五
号
の
資
料
参
照
）
。

　
新
聞
の
全
国
的
普
及
で
、
こ
れ
か
ら
は
宣
伝
の
時
代
と
よ
ん
だ

明治30年頃の海岸の旅館

　　　　　（安部巌編『写真集』より）

日
名
子
太
郎
町
長
は
、

明
治
四
十
年
秋
、
幽
芳

を
別
府
に
招
い
た
。
そ

の
探
訪
記
は
全
国
の
多

く
の
購
読
者
に
読
ま
れ
、

泉
都
別
府
の
名
を
高
め

た
。
同
町
長
の
予
見
性

は
み
ご
と
に
適
中
し
た

の
だ
が
、
そ
の
記
事
の

一
部
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

　
－
温
泉
宿
に
は
普
通

の
旅
龍
と
木
賃
の
二
通

り
が
あ
る
。
木
賃
と
い
う
と
煌
り
過
し
た
行
燈
を
人
口
に
掛
け
て

宿
場
外
れ
の
藁
葺
小
屋
を
連
想
す
る
か
知
れ
ぬ
が
、
別
府
に
は
、

な
ん
と
大
履
高
楼
の
も
の
も
あ
る
。
華
族
や
富
豪
の
泊
る
宿
か
ら
、

一
晩
に
三
百
人
が
泊
れ
る
も
の
ま
で
あ
る
の
だ
。

　
－
木
賃
宿
に
は
天
満
屋
・
関
屋
・
松
屋
・
泉
屋
・
塩
久
・
土
佐

屋
・
米
道
・
立
花
屋
・
湊
屋
・
湊
平
等
が
重
な
も
の
で
、
別
府
浜

脇
併
せ
て
百
五
、
六
十
軒
も
あ
ろ
う
か
。
木
賃
は
浜
脇
の
方
が
完

備
し
て
い
る
。

　
－
木
賃
は
原
則
と
し
て
雑
居
制
（
大
部
屋
）
だ
が
、
一
間
貸
切

　
（
個
室
）
も
あ
る
。
料
金
は
、
部
屋
の
善
悪
で
決
ま
る
。
ま
た
、

木
賃
に
は
間
貸
す
る
も
の
と
、
し
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
例
え
ば

八
畳
と
六
畳
の
二
間
、
便
所
付
き
で
一
日
の
泊
り
賃
が
一
円
四
十

銭
。
五
人
家
族
な
ら
、
丁
人
三
十
銭
足
ら
ず
。
自
炊
が
建
前
、
朝

晩
に
は
味
噌
汁
と
香
の
も
の
が
振
舞
わ
れ
る
。

　
－
旅
罷
の
重
な
も
の
に
は
目
名
子
・
米
屋
・
紅
葉
館
・
不
老
園
・

若
亀
等
が
あ
る
。
宿
泊
料
は
一
目
三
度
賄
付
き
で
特
等
（
三
円
）

は
別
と
し
て
通
常
は
二
円
か
ら
一
円
五
十
銭
、
最
も
安
い
の
で
五

十
銭
ほ
ど
。
別
府
で
泊
ま
る
に
は
宿
賃
を
よ
く
決
め
て
お
か
な
い

と
、
あ
と
で
難
儀
な
こ
と
に
な
る
。
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Ｉ
木
賃
宿
は
、
宿
泊
に
よ
り
飯
・
座
蒲
団
・
炭
・
蚊
帳
等
に
差

が
あ
り
、
甲
は
三
十
銭
、
乙
は
二
十
五
銭
、
丙
は
二
十
銭
、
丁
は

十
銭
と
い
っ
た
具
合
。
副
食
物
は
自
分
で
勝
手
に
調
理
す
る
か
、

仕
出
屋
に
頼
む
こ
と
も
で
き
る
。

　
－
そ
れ
か
ら
木
賃
宿
に
は
必
ず
付
く
も
の
に
「
湯
銭
」
が
あ
る
。

一
人
、
一
日
に
二
銭
払
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
こ
れ
は
町
村
税

で
誰
で
も
徴
収
さ
れ
、
町
の
共
浴
場
の
施
設
費
な
ど
に
使
わ
れ
て

い
る
よ
う
だ
。

㈲
　
菊
池
幽
芳
記
者
の
略
歴

　
－
明
治
・
大
正
期
の
小
説
家
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
生
ま

れ
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
没
。

　
水
戸
藩
士
の
子
で
本
名
は
清
。
小
学
校
教
員
を
経
て
大
阪
毎
日

新
聞
社
に
入
社
。
社
会
記
事
執
筆
の
か
た
わ
ら
、
主
に
家
庭
小
説

を
書
く
。
明
治
二
十
三
年
『
己
が
罪
』
で
一
躍
文
名
を
高
め
、
劇

化
さ
れ
て
新
派
悲
劇
の
代
表
作
と
な
っ
た
。
大
正
十
四
年
（
一
丸

二
五
）
新
聞
小
説
界
を
引
退
。
　
　
　
（
『
新
潮
日
本
人
名
辞
典
』
）

　
付
記
す
る
な
ら
Ｉ
日
名
子
町
長
に
招
か
れ
て
初
め
て
別
府
を

ｒ

－

－

訪
れ
た
幽
芳
は
、
日
名
子
旅
館
に
泊
り
込
み
、
精
力
的
に
町
内
外

を
回
っ
て
探
訪
記
に
取
り
組
ん
だ
。

　
こ
の
「
別
府
温
泉
繁
昌
記
」
と
題
す
る
探
訪
記
（
現
代
風
に
表

現
す
れ
ば
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
）
は
翌
四
十
一
年
六
月
か
ら
三
七
回

に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
、
全
国
に
大
き
な
関
心
を
呼
ん
だ
。
翌
四

十
二
年
秋
、
て
一
七
頁
の
単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
定
価
三
五
銭

で
売
り
出
さ
れ
た
が
、
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
と
い
う
。
当
時
、
流

川
に
開
い
て
い
た
斉
藤
明
倫
堂
が
、
こ
れ
ら
図
書
本
の
「
豊
後
別

府
町
大
売
り
さ
ば
き
所
」
で
あ
っ
た
。

　
幽
芳
は
ま
た
、
こ
の
時
取
材
し
た
資
料
を
駆
使
し
て
小
説
「
百

合
子
」
を
書
い
た
。
こ
れ
も
好
評
だ
っ
た
、
と
い
う
（
以
上
、
大

分
合
同
新
聞
社
『
別
府
今
昔
』
）
。

　
明
治
期
後
半
か
ら
全
国
で
新
聞
の
販
売
数
が
伸
び
、
新
聞
小
説

や
大
衆
文
学
が
読
者
層
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
宣
伝

効
果
に
は
絶
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
日
名
子
町
長
の
「
こ
れ
か
ら

は
宣
伝
の
時
代
」
と
み
た
先
見
性
は
、
の
ち
に
周
知
の
ご
と
く
油

屋
熊
八
翁
ら
の
宣
伝
活
動
に
受
け
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。
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四
　
風
俗
営
業
と
取
締
り

山
　
警
察
の
指
針
と
娼
妓
取
締
規
則

　
正
規
営
業
の
旅
館
業
と
違
い
、
貸
座
敷
と
芸
娼
妓
、
飲
食
店
と

酌
婦
な
ど
の
稼
業
は
、
警
察
行
政
の
上
で
は
風
俗
営
業
（
の
一
部
）

と
み
な
さ
れ
、
厳
し
い
取
締
り
の
対
象
と
さ
れ
た
。

　
明
治
当
初
か
ら
県
警
察
（
保
安
課
）
の
行
政
指
針
は
、
次
の
よ

う
な
三
点
に
据
え
ら
れ
て
い
た
。

　
①
「
娼
妓
は
、
そ
の
貞
操
を
売
る
を
目
的
と
す
る
も
の
に
て
、

　
人
道
上
は
も
ち
ろ
ん
風
俗
の
見
地
よ
り
す
る
も
、
正
に
公
認
す

　
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と

　
②
ま
た
、
貸
座
敷
と
娼
妓
と
は
「
絶
対
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
」

　
③
そ
の
た
め
「
稼
業
の
場
所
に
至
り
て
は
、
厳
格
な
る
制
限
を

　
必
要
と
し
、
唯
一
貸
座
敷
に
限
ら
れ
る
」
こ
と

　
警
察
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
監
視
と
取
締
り
に
当
た
っ

て
い
た
（
前
掲
『
大
分
県
警
察
史
』
）
。

　
売
春
（
当
時
は
「
淫
売
」
と
呼
ん
で
い
た
）
の
歴
史
は
洋
の
東

西
を
問
わ
ず
古
く
、
ま
た
今
日
、
な
お
新
し
い
社
会
問
題
で
あ
る

（
例
え
ば
エ
イ
ズ
問
題
な
ど
）
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
鎌
倉
時
代
に
遡
る
、
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
は
さ
て
置
き
、
御
一
新
を
迎
え
た
維
新
政
府
は
、
同
五
年

二
八
七
二
）
太
政
官
布
告
を
発
し
て
「
芸
娼
妓
解
放
」
を
実
施

し
た
。
こ
れ
は
ペ
ル
ー
の
奴
隷
船
マ
リ
ア
・
ル
ー
ズ
号
事
件
に
端

を
発
し
た
の
だ
が
、
伝
え
聞
い
た
浜
脇
・
別
府
両
村
の
遊
女
と
そ

の
父
兄
等
百
数
十
人
が
騒
い
だ
事
件
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
誌

創
刊
号
（
拙
稿
）
で
触
れ
て
お
い
た
。

　
だ
が
こ
の
布
告
は
、
単
に
名
目
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
翌
々
七

年
大
阪
府
が
座
貸
営
業
を
許
可
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
全
国
に
「
貸

座
敷
」
の
名
で
普
及
し
た
。
従
っ
て
「
こ
の
解
放
は
古
い
遊
廓
か

ら
貸
座
敷
へ
の
形
態
の
再
編
成
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
（
『
国
民
百
科
辞
典
』
）
。

　
つ
ぎ
に
本
県
で
の
、
こ
れ
ら
取
締
規
則
の
推
移
を
見
よ
う
。

　
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
、
県
達
し
で
「
貸
座
敷
規
則
」
と

「
娼
妓
規
則
」
が
別
々
に
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う

に
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
し
て
同
三
十
三
年
、
内
務
省
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－
　
″
ぴ

Ｉ
％
－
Ｌ

　
　
　
　
　
娼
　
妓
　
規
　
則

　
第
一
条
　
娼
妓
ノ
営
業
埓
サ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
総
テ
本
籍
近
親

　
　
　
ノ
内
一
名
、
其
ノ
寄
留
地
ノ
身
元
引
受
人
連
署
、
及
ビ
戸

　
　
　
長
ノ
奥
書
調
印
ア
ル
願
書
ハ
戸
籍
書
相
添
へ
、
出
庁
ノ
上

　
　
　
願
ヒ
出
ヅ
ベ
シ

　
第
二
条
　
年
齢
八
十
五
歳
未
満
ノ
者
ハ
出
願
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ

　
第
三
条
　
娼
妓
ノ
営
業
ハ
貸
席
二
限
ル
ペ
シ

　
第
四
条
　
娼
妓
営
業
ノ
免
許
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
必
ズ
鑑
札
ヲ
申
シ

　
　
　
受
ク
ベ
シ
、
無
鑑
札
営
業
ハ
勿
論
、
鑑
札
ヲ
携
帯
セ
ズ
シ

　
　
　
テ
客
室
二
侍
シ
、
又
ハ
鑑
札
貸
借
売
買
ヲ
為
ス
ペ
カ
ラ
ズ

　
第
八
条
　
鑑
札
料
及
ビ
賦
金
ハ
左
ノ
通
り
上
納
ス
ベ
シ

　
　
　
ー
鑑
札
料
　
金
五
銭
　
一
賦
金
一
ケ
月
　
金
一
円

　
第
十
二
条
　
何
病
二
拘
ラ
ズ
病
ヲ
発
シ
タ
ル
ト
キ
連
カ
ニ
医
員

　
　
　
ノ
診
察
ヲ
受
ク
ベ
シ
、
尤
モ
微
毒
折
癖
ノ
徴
候
ア
ラ
バ
決

　
　
　
シ
テ
客
二
接
ス
ベ
カ
ラ
ズ

　
ー
我
が
国
で
遠
く
鎌
倉
時
代
に
発
す
る
と
い
わ
れ
る
娼
婦
（
白

拍
子
な
ど
）
公
認
の
制
度
は
、
徳
川
三
百
年
の
太
平
の
夢
を
む
さ

ぼ
り
、
近
代
の
明
治
期
に
入
っ
て
も
、
な
お
続
く
。

　
一
部
の
県
で
は
（
例
え
ば
群
馬
県
）
公
娼
制
度
廃
止
に
踏
み
切
っ

-
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で
は
再
び
分
離
に
決
定
し
た
こ
と
か
ら
、
本
県
で
も
再
度
、
別
々

の
規
則
に
改
め
ら
れ
た
。
重
要
な
条
文
の
み
次
に
掲
げ
る
。

　
　
　
　
貸
座
敷
規
則

　
第
一
条
　
貸
座
敷
営
業
ハ
左
ノ
免
許
地
二
限
ル
ベ
シ

　
　
　
　
豊
後
国
速
見
郡
　
　
別
府
港
　
浜
脇
村
市
街

　
　
　
　
　
同
　
海
部
郡
　
　
関
港
（
北
海
部
郡
佐
賀
関
町
）

　
　
　
　
　
同
　
　
同
　
　
　
下
ノ
江
港
（
臼
杵
市
）

　
第
二
条
　
新
タ
ニ
貸
座
敷
渡
世
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
先
ヅ
第

　
　
　
七
条
ノ
賦
金
ヲ
其
ノ
町
村
二
納
メ
、
保
証
人
連
印
、
戸
長

　
　
　
ノ
奥
書
調
印
ア
ル
願
出
ヲ
以
テ
府
県
二
出
願
シ
、
鑑
札
申

　
　
　
シ
受
ク
ベ
シ

　
第
七
条
　
賦
金
ハ
ー
ケ
月
弐
円
ト
ス
、
其
ノ
月
五
日
限
り
必
ズ

　
　
　
上
納
ス
ペ
シ

　
第
八
条
　
貸
席
二
於
テ
娼
妓
を
寄
留
セ
シ
ム
ル
ハ
妨
ゲ
ナ
シ
ト

　
　
　
雖
モ
、
芸
妓
ヲ
寄
留
セ
シ
ム
ペ
カ
ラ
ズ

　
第
九
条
　
客
ノ
姓
名
ハ
必
ズ
帳
簿
二
留
メ
置
ク
ベ
シ
、
金
銭
遺

　
　
　
方
不
審
ナ
ル
カ
又
ハ
怪
シ
キ
者
ト
見
認
ス
ル
ト
キ
ハ
、
本

　
　
　
人
ノ
覚
ラ
ザ
ル
様
所
管
ノ
警
察
署
又
八
分
署
二
密
告
ス
ベ

　
　
　
シ



た
が
、
全
国
的
規
模
に
は
な
り
得
ず
、
救
世
軍
の
廃
娼
運
動
で
有

名
な
東
雲
の
ス
ト
ラ
イ
キ
節
が
流
行
し
、
娼
妓
の
大
量
逃
亡
で
業

者
を
慌
て
さ
せ
た
の
は
明
治
も
末
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
明
治
－
大
正
－
昭
和
（
前
期
）
と
、
人
権
意
識
の
稀
薄
性
と
社

会
一
般
の
寛
容
性
な
ど
に
支
え
ら
れ
て
き
た
公
娼
制
度
が
終
焉
を

迎
え
る
の
は
、
二
〇
世
紀
も
半
ば
近
い
第
二
次
大
戦
の
敗
戦
が
契

機
で
あ
っ
た
。
占
領
軍
の
Ｊ
萌
の
こ
ｒ
　
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
「
公

娼
制
廃
止
に
関
す
る
覚
書
」
）
と
、
の
ち
の
「
売
春
防
止
法
」
の

制
定
（
昭
和
三
十
一
年
公
布
）
で
、
そ
の
永
い
生
命
が
漸
く
断
た

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

恋
　
芸
妓
と
そ
の
取
締
り

　
前
項
の
両
規
則
と
同
時
に
布
か
れ
た
「
芸
妓
規
則
」
は
、
娼
妓

規
則
の
そ
れ
と
、
さ
ほ
ど
変
ら
な
い
。

　
そ
の
特
徴
な
り
相
違
点
を
次
に
揚
げ
て
み
よ
う
。

　
①
芸
妓
の
稼
業
は
「
陪
酌
、
糸
竹
（
注
、
管
弦
と
音
楽
の
称
）
」

　
に
限
ら
れ
、
娼
妓
に
紛
わ
し
い
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
（
同

　
規
則
第
二
条
）
。

　
②
芸
妓
で
娼
妓
の
営
業
を
兼
ね
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
娼
妓

　
の
鑑
札
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
七
条
）
。

　
③
営
業
時
間
は
毎
日
、
日
出
よ
り
午
後
十
二
時
ま
で
に
限
る
こ

　
と
（
第
九
条
）
。

　
④
鑑
札
料
は
金
五
銭
、
税
金
は
一
ケ
月
一
円
五
十
銭
と
す
る
こ

　
と
（
第
十
一
条
）
。

　
当
初
、
芸
妓
に
対
す
る
取
締
り
は
、
娼
妓
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
芸
妓
の
数
が
比
較
的
少
な
く
、
警
察
の
眼
が
行
き

届
い
て
い
た
か
ら
か
、
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
数
は
明
治
十
五
年
現
在
、
免
許
地
四
ケ
所
で
合
計
し
て
三

四
人
。
そ
れ
が
二
十
四
年
次
に
は
フ
几
二
人
、
さ
ら
に
四
十
四
年

次
に
は
実
に
五
六
〇
人
に
も
達
し
た
。
ち
な
み
に
四
十
四
年
次
の

娼
妓
は
二
七
〇
人
、
酌
婦
は
二
八
三
人
で
あ
っ
た
。
な
お
、
貸
座

敷
営
業
者
は
同
じ
く
七
四
月
を
数
え
た
。

　
以
上
の
数
字
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
さ
ら
に

増
加
の
一
途
を
た
ど
る
の
で
あ
る
（
（
大
分
県
統
計
書
）
」
）
。
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圓
　
料
理
屋
・
飲
食
店
の
営
業
と
取
締
り

　
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
明
治
二
十
年
代
に
入
っ
て
、
料
理
屋
と
飲

食
店
の
営
業
が
目
立
ち
始
め
た
。

　
こ
れ
よ
り
以
前
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
は
「
料
理
店
旅

龍
屋
等
へ
召
使
ノ
給
仕
女
、
其
ノ
他
ノ
取
締
方
」
が
県
に
よ
り
達

せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
十
五
年
に
な
っ
て
制
定
さ
れ
た
の

が
「
料
理
屋
飲
食
店
取
締
規
則
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
要
点
を
次
に

掲
げ
て
み
よ
う
。

　
①
通
行
人
に
飲
食
を
勧
め
、
又
は
来
客
を
宿
泊
せ
し
め
て
は
な

　
ら
な
い
。
ま
た
、
酔
っ
て
起
き
上
れ
な
い
者
は
警
察
に
届
け
出

　
る
こ
と
（
同
規
則
第
五
条
）
。

　
②
来
客
の
た
め
に
芸
妓
で
な
い
者
に
歌
舞
音
曲
を
さ
せ
て
は
な

　
ら
な
い
（
第
六
条
）
。

　
③
雇
人
、
酌
婦
に
芸
妓
に
紛
わ
し
い
所
業
を
さ
せ
て
は
な
ら
な

　
い
（
第
九
条
）
。

　
－
以
上
を
見
て
判
る
よ
う
に
、
警
察
の
取
締
方
針
は
、
そ
の
免

許
さ
れ
た
職
分
の
中
で
の
み
正
業
と
し
て
こ
れ
を
認
め
る
が
、
免

許
以
外
の
、
い
わ
ゆ
る
「
ヤ
ミ
営
業
」
は
断
固
許
さ
な
い
と
い
う

－
－
－
－
″
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
　
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・
″
　
｀

厳
し
い
態
度
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
世
潮
の
結
末
は
、
風
紀
の
素
乱
と
衛
生
面
で
無
視
で

き
な
い
社
会
問
題
に
発
展
し
た
。

　
県
下
の
賑
や
か
な
街
角
で
日
夜
繰
り
広
げ
ら
れ
る
顛
廃
と
非
衛

生
を
憂
慮
し
た
県
会
で
は
、
明
治
二
十
三
年
十
二
月
十
八
日
付
け

で
県
会
議
長
（
山
口
半
七
）
か
ら
「
芸
娼
妓
規
則
改
正
ノ
建
儀
」

書
が
県
知
事
宛
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
註
〕
日
本
稿
シ
リ
ー
ズ
は
、
筆
者
が
大
分
大
（
教
育
学
部
）

在
職
中
、
郷
土
史
の
一
環
と
し
て
講
義
し
た
「
政
治
行
政
史
」

の
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。

�
内
容
を
詳
細
に
知
り
た
い
方
は
『
大
分
県
史
』
（
第
ヱ
ハ
巻

＝
明
治
前
期
、
第
一
七
巻
＝
同
後
期
）
の
拙
稿
を
併
読
し
て
下

さ
る
よ
う
希
望
し
ま
す
。

目
県
下
の
温
泉
地
に
お
け
る
「
温
泉
町
の
史
的
展
開
」
と
「
温

泉
権
の
実
情
」
（
と
く
に
別
府
温
泉
）
に
つ
い
て
は
、
大
分
県

温
泉
調
査
研
究
会
の
機
関
雑
誌
の
拙
稿
論
文
を
参
考
に
し
て
下

さ
い
（
大
分
県
環
境
保
全
課
温
泉
係
取
扱
い
）
。
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